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このシンボルマークは、県下の特別

支援学校の児童・生徒が障がいは違っ

ても、みんな仲良く助け合い、健康で

丈夫になろうという合言葉のもとに、

『強く』・『明るく』・『元気よく』を表

しています。 
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   岐阜県特別支援学校体育連盟規約 

 

第１章 名称及び事務局 

 

第１条 本連盟は、岐阜県特別支援学校体育連盟（以下「本連盟」という。）と称する。 

第２条 本連盟は、事務局を会長の勤務する学校に置く。事務局は、本連盟の庶務を掌る。 

 

 第２章 目的 

 

第３条 本連盟は、岐阜県内の特別支援学校の児童生徒に体育及びスポーツを奨励し、明る

くたくましい人づくりの推進を図ることを目的とする。 

 

 第３章 事業 

 

第４条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）特別支援学校の児童生徒を対象とした大会、記録会又は講習会の開催及び職員向け講 

習会の実施、助成。 

（２）体育活動及びスポーツに関する広報。 

（３）その他、本連盟の目的を達成するために必要な事項。 

 

 第４章 組織 

 

第５条 本連盟は、岐阜県内特別支援学校をもって組織する。 

 

第６条 本連盟に次の組織を置く 

（１）専門部   フライングディスク専門部、陸上競技専門部、サッカー専門部、 

バスケットボール専門部、バレーボール専門部、卓球専門部 

（２）交流委員会 ボッチャ交流委員会、リトミック交流委員会 

 

２ 前項各号の組織に関する必要な事項は、別に定める。 

 

第７条 本連盟は、必要に応じて特別委員会を置くことができる。 

 

 第５章 役員 

   

第８条 本連盟に、次の役員を置く。 

（１）会長                 １名 

（２）副会長                １名 

（３）理事長                １名 

（４）庶務                若干名 

（５）理事                 各校１名 

１ 



 

（６）監事                 ２名 

（７）専門部会長          各専門部１名 

（８）交流委員会長         各交流会１名 

（９）専門委員長          各専門部１名 

（10）交流委員長          各交流会１名 

 

第９条 会長及び副会長は、特別支援学校長会より選出する。 

  ２ 会長は、本連盟を代表し、事務を総括する。 

 ３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。 

 

第１０条  理事長は、特別支援学校教頭又は特別支援学校部主事の中から選出し、会長が委

嘱する。 

  ２  理事長は、会長の指示により本連盟の事業を執行する。 

 

 ３ 庶務は、本連盟の事務を掌る。 

 

第１１条 理事は、各校から１名選出し会長が委嘱する。 

２ 理事は、理事会で決議された大綱に応じ、所要事項を企画・立案・運営する。 

 

第１２条  監事は、副会長が所属する特別支援学校教頭の中から会長が委嘱する。 

  ２  監事は、会計を監査する。 

 

第１３条  各専門部会長、交流委員会長は、会長が委嘱する。 

  

第１４条 専門委員長は、各 1 名選出し会長が委嘱する。 

 ２ 専門委員長は、理事会に出席し、その表決に加わる。 

 

第１５条 交流委員長は各 1 名選出し、会長が委嘱する。 

 ２ 交流委員長は、理事会に出席し、その表決に加わる。 

 

第１６条 役員の任期は、１ヶ年とし再任を妨げない。 

 

 第６章 会議 

 

第１７条 本連盟に次の会議を置く。なお、構成メンバーは次のとおりとする。ただし、会

長が特に必要と認めたものを加えることができる。 

（１） 理事会（会長、理事長、庶務、理事、専門委員長、交流委員長） 

（２） 専門部・交流委員会代表者会議（会長、理事長、庶務、専門委員長、交流委員長） 

 ２ 会議は、会長が招集する。 

 ３ 会長は必要に応じて会議を招集することができる。 

 

第１８条 理事会は、本連盟の決議機関であり、年２回これを開き、理事長が議長と 



 

  なり、次に掲げる事項について審議・決定する。  

（１） 事業報告及び事業計画に関すること。 

（２） 予算及び決算に関すること。 

（３） 役員改選に関すること。 

（４） 分担金の決定に関すること。 

（５） 規約の改正に関すること。 

（６） その他必要な事項。 

 

第１９条 専門部・交流委員会代表者会議は、年１回開催し、理事長が議長となり、次に掲

げる事項について調査・審議する。 

（１） 事業報告及び事業計画に関すること。 

（２） 予算及び決算に関すること。 

（３） 役員改選に関すること。 

（４） 規約の改正に関すること。 

（５） その他必要な事項。 

 

第２０条 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決定する。 

 

 第７章 会計 

 

第２１条 本連盟の経費は、加盟校の分担金、補助金、寄付金及びその他の収入をもって

充てる。 

 

第２２条 加盟校の分担金等については、別に定める。 

 

第２３条 東海大会以上に出場する選手やチーム、専門部以外の競技で出場する選

手やチームについては、支援費として、活動経費の一部を補助することが

できる。大会参加費等、生徒の活動にかかわる経費に対しては、別に定める。 

 

第２４条 本連盟の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

 第８章 事務局 

 

第２５条 本連盟の事務を処理するために事務局を設置し、必要な職員を置くことができ

る。 

２ 事務局に関する事項は、別に定める。 

 

 第９章 補則 

 

第２６条 本規約の施行について、必要な細目は理事会の決議を経て、会長がこれを定め

る。 

 



 

附則 

１ 本規約は、昭和５９年６月６日から施行する。 

２ 一部改正  昭和６１年５月２４日 

平成２年４月１日 

平成３年４月１日 

              平成５年４月１日 

平成６年４月２８日 

平成９年５月７日 

              平成１６年４月１日 

平成１９年４月１日 

平成２４年４月２６日 

平成２６年２月７日 

平成２８年２月１２日  

平成２８年４月１日 

平成２９年２月２０日 

令和２年２月２６日 

令和２年２月２５日 

      令和４年２月２５日 

      令和５年２月２７日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      岐阜県特別支援学校体育連盟内規 

 

（大会等の開催） 

 

第１条 専門部が実施する各大会への出場者については、専門部で検討し、決定する。 

 

第２条 専門部が招集する大会及び記録会等については、専門部が運営するものとし、専門 

部が作成する事業計画・予算書にもとづき、必要経費に対して、予算の範囲内で本 

連盟より補助する。 

 

（競技種目の加盟） 

 

第３条 専門部に加入する競技種目については、当該年度の事業報告・決算、次年度の事業計 

画・予算を提出し、連盟の理事会の決議を経た上、当該年度の校長会に報告する。 

 

（交流委員会の開催） 

 

第４条 交流委員会が実施する交流会への参加者については、参加校で検討し、決定する。 

 

第５条 交流会については、交流委員会が作成する事業計画・予算書にもとづき、必要経費

に対して、予算の範囲内で本連盟より補助する。 

 

（役員・役員の職務） 

 

第６条 理事は、専門委員長、交流委員長を兼務することができる。 

第７条 庶務は、広報計画を作成し、専門部、交流委員会から提出された大会・記録会・交 

流会の結果・様子等に関する情報を基に、ホームページ等で広報活動を行う。専門部、 

交流委員会は、計画に基づき、各月第一週金曜日までに広報のための情報を事務局へ 

提出する。 

なお、専門部、交流会に参加していない学校については、地域での体育的行事に参 

加した際の様子等の情報を提供する。 

 

（情報提供の項目例） 

①大 会 名・競 技 会 名・交 流 会 名 

②期 日・場 所 

③大 会 名・競 技 会・交 流 会 の 様 子 

④ 選手名（個人情報保護の範囲内） ⑤記  録 

⑥ 写真（個人情報保護の範囲内） 

 

 

２ 



 

附則 

１ 本内規は、平成２６年４月１日より施行する。 

２ 一部改正  平成２７年１月２６日 

平成２７年２月１３日 

 平成２８年４月１日 

       令和４年２月２５日 

令和５年２月２７日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     岐阜県特別支援学校体育連盟加盟校分担金等に関する細則 

 

第１条 この細則は、岐阜県特別支援学校体育連盟規約第２２条及び第２３条、２４条に基

づき定める。 

 

第２条 加盟校の分担金は、各学校より、児童生徒数に応じ、以下のように徴収する。 

児童生徒数  

50 名まで…  ５,000 円   100 名まで…1０,000 円 

200 名まで… １５,000 円    300 名まで…２５,000 円 

   300 名以上… 3０,000 円 

２ 児童生徒は５月１日に在籍している者とする。ただし、休学者は含まない。 

３ 納入された分担金は、原則として返還しない。 

 

第３条 県内大会を経て、東海大会、全国大会に出場する選手やチームについては、支援金 

   として、大会参加費等、生徒の活動にかかわる経費を専門部を通して以下のように

補助することができる。（様式 １提出） 

東海大会  

個人競技     3,000 円    団体競技  10,000 円 

 全国大会  

個人競技    10,000 円       団体競技  30,000 円 

 

２ 盲学校、聾学校については、生徒の活動にかかわる経費を事務局を通して補助す 

ることができる。 

 

第４条 大会運営に際し、役員・補助員の旅費に関しては、下記の様に定める。 

（１） 競技役員旅費 競技役員については、連盟が主催する次の大会に対し旅費を支給する。 

ア 岐阜県特別支援学校体育連盟フライングディスク大会 

イ 岐阜県特別支援学校体育連盟チャレンジ陸上大会、駅伝競走大会 

ウ 岐阜県特別支援学校体育連盟サッカー競技大会、交流大会 

エ 岐阜県特別支援学校体育連盟バスケットボール大会 

オ 岐阜県特別支援学校体育連盟バレーボール交流大会 

カ 岐阜県特別支援学校体育連盟卓球競技大会 

キ 岐阜県特別支援学校体育連盟ボッチャ交流会 

（２） 会議等旅費 会議については、次のものに対し旅費を支給する。 

ア 理事会、専門部・交流委員会代表者会議 

（３） 支給基準  

ア 会議等の日当は支給しない。 

イ 交通費は、片道２㎞以上 （出発地から到着地まで）について次のとおり支給 

する。 

 ① 公共交通機関については、実費を支給する。また、特急料金は利用区間が 50 km  

以上の場合に支給する。  

３ 



 

② 車賃については次のように算出し支給する。２km 未満は支給しない。  

a 同一市町村の場合は、車を利用した区間の実測距離の１km 未満を切り捨てたも 

のに３７円を掛ける。一円単位は切り捨てる。  

b 他の市町村からの場合、計算方法は a と同様であるが、距離の算定には 「岐阜 

県管内キロ程表」による、出発地の市町村から目的地の市町村までの 距離を用い 

る。 

 

２ 大会運営に際し、役員・補助員を他の団体等に依頼する場合、その日当は下記の様に 

定める。団体等に謝礼等についての規定がある場合は、その規定に従うものとする。 

 

役員  2,000 円   補助員（高校生）  500 円（相当の飲食） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【様式 １】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

１ この細則は、平成２８年 4 月１日から施行する。 

２ 一部改正  平成２９年２月２０日 

              令和３年４月２８日 

令和５年２月２７日 

 

 

令和  年  月  日 

 

岐阜県特別支援学校体育連盟会長 様 

 

競技専門部名   

 

専 門 部 長             印 

 

                  競技団体名    

 

                    専門委員長    

 

岐阜県特別支援学校体育連盟支援費の申請について 

 

 下記の者は、みだしのことについて補助を受けたいので、岐阜県特別支援学校体育 

連盟規約３岐阜県特別支援学校体育連盟加盟校分担金に関する細則第３条支援費申請

に基づき、申請します。 

 

記 

 

１ 学校名                           

 

２ 競技団体名・（個人の場合、氏名）   

 

３ 学年・生年月日（個人の場合） 

 

４ 申請額               金        円 

 

５ 申請理由            

 

６ その他（特記事項）          



 

 岐阜県特別支援学校体育連盟事務局規程  

 

（総則） 

 

第１条 この規程は、岐阜県特別支援学校体育連盟規約第２６条第２項の規定により、   

岐阜県特別支援学校体育連盟（以下「特体連」という。）の事務局の運営に関 

し、必要な事項を定める。 

 

（所掌事務） 

 

第２条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。  

（１） 会議等の庶務に関すること。 

（２） 事業の連絡調整に関すること。 

（３） 文章及び公印の管理に関すること。 

（４） 経理事務に関すること。 

（５） その他、連盟の運営及び管理に関すること。 

 

（補則） 

 

第３条 この規程に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項については理事長が  

定める。 

 

附 則 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 



 

 岐阜県特別支援学校体育連盟専門部規程 

 

（総則） 

 

第１条 この規程は、岐阜県特別支援学校体育連盟規約（以下「連盟規約」という。）第６ 

条第２項の規定により、岐阜県特別支援学校体育連盟（以下「特体連」という。）の 

専門部の運営に関し、必要な事項を定める。 

 

（名称及び事務局） 

 

第２条 当各専門部は競技別専門部と称し、専門部の事務局は、専門部会長の在職校に置く。 

 

（目的） 

 

第３条 専門部は、県内の特別支援学校の児童生徒に当該競技を普及し、生涯スポーツ 

の振興を図るとともに連盟の目的達成に寄与することを目的とする。 

 

（事業） 

 

第４条 専門部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）特別支援学校の児童生徒の該当競技を通した活動に関する大会及び講習会等の開催 

（２）専門部や該当競技の活動に関する広報 

（３）その他、専門部の目的を達成するために必要な事項 

 

（組織） 

 

第５条 専門部は、競技種目別に組織し、その名称は、別表のとおりとする。 

 

（役員） 

 

第６条 専門部に、次の役員を置く。 

   （１）専門部会長        １名 

  （２）専門委員長        １名 

  （３）専門委員         若干名 

   （４）庶務            若干名 

  （５）監事           １名 

  

第７条 専門委員長は、専門部参加校の専門委員の中から選出し、会長が委嘱する。 

２ 専門委員長は、専門部会長の指示により参加校の専門委員と協力し、事業を執行する。 

 

第８条  専門部会長は、会長が委嘱する。 

５ 



 

２ 専門部会長は、専門部を代表し、事務を総括する。 

 

第９条 専門委員は、専門部参加校より１名選出し、専門部会長が委嘱する。特体連理事と 

の兼務は妨げない。 

２ 専門委員は、全体の会務を計画・立案し、執行する。 

３ 専門部会長は必要に応じて委員を委嘱することができる。 

 

第１０条 庶務は、専門部会長の勤務する学校から選出し、専門部会長が委嘱する。 

２ 庶務は、会計および記録、広報活動のとりまとめを行う。 

 

第１１条 監事は、会務を監督し、事務局以外の学校から選出し、専門部会長が委嘱する。 

２ 監事は 、会務を監督し、会計の監査を行う。 

 

第１２条 役員の任期は、１年度の期間とし、再任を妨げない。 

 

（会議）  

 

第１３条 専門部の会議は、各学校専門部代表者の会議とする。 

２ 各学校専門部代表者の会議は、専門部会長が招集する。 

 

第１４条 各学校専門部代表者の会議は、随時これを開き、委員長が議長となり、次に掲げ

る事項について、必要に応じて理事会に諮る。 

（１） 事業報告及び事業計画に関すること。 

（２） 予算及び決算に関すること。 

（３） 役員の改選に関すること。 

（４） 規程の改正に関すること。 

（５） その他、必要な事項に関すること。 

 

第１５条 会議は、役員の半数以上の出席により成立する。 

２ 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決定する。 

 

（会計） 

 

第１６条 専門部の経費は、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充て、会計年度は連     

盟規約に準ずる。 

 

（事務局） 

 

第１７条 専門部の事務を処理するために事務局を設置し、必要な職員を置くことができ

る。 

 

 



 

（補則） 

第１８条 この規程の施行についての必要な細目は、各学校専門部の代表者会議の決議を

経て、専門部会長が定める。 

 

 附 則 

 １ 本規約は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 一部改正 平成２８年４月１日 

        令和４年２月２５日 

 

別 表 

専 門 部 名 一 覧 

１．フライングディスク専門部 ２．陸上競技専門部 ３．サッカー専門部 

４．バスケットボール専門部 ５．バレーボール専門部 ６．卓球専門部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（１）岐阜県特別支援学校体育連盟 
フライングディスク専門部会規程 

 

（名称及び事務局） 

 

第１条 本部会は、フライングディスク専門部会（以下「本部会」という。）とし、岐阜県

特別支援学校体育連盟（以下「特体連」という。）に所属する。 

第２条 本部会は、事務局をフライングディスク専門部会長の勤務する学校に置く。 

 

（目的） 

 

第３条 本部会は、岐阜県内の特別支援学校の児童生徒にフライングディスク競技を普及

し、生涯スポーツの振興を図る。 

 

（事業） 

 

第４条 本部会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）特別支援学校の生徒の、フライングディスク競技活動に関する大会又は講習会等の開

催 

（２）フライングディスク競技活動に関する広報 

 

（役員） 

 

第５条 本部会に、次の役員を置く。 

（１）専門部会長       １名 

（２）専門委員長       １名 

（３）専門委員    参加校各１名 

（４）庶務           若干名 

（５）監事          １名 

  ２  専門委員長は、本部会参加校の専門委員の中から選出し、会長が委嘱する。 

３ 専門部会長は、会長が委嘱する。 

４ 専門委員は、本部会参加校より１名選出し、専門部会長が委嘱する。特体連理事との 

兼務は妨げない。 

 ５  庶務は、専門部会長の勤務する学校から選出し、専門部会長が委嘱する。 

６ 監事は、会計を監督し、事務局以外の学校から選出し、専門部会長が委嘱する。 

 

（役員の職務） 

 

第６条 専門部会長は、本部会を代表し、事務を総括する。 

 ２ 専門委員長は、専門部会長の指示により本部会専門委員と協力し、事業を執行する。 

 ３ 専門委員は、全体の会務を計画・立案し、執行する。 

 ４ 庶務は会計および広報活動のとりまとめを行う。     

 ５ 監事は、会計を監査する。    



 

第７条 役員の任期は、１年度の期間とし、再任を妨げない。 

 

（専門部会議） 

 

第８条 専門部会議は、専門部会長、専門委員長、専門委員、庶務をもって構成する。 

 ２ 専門部会議は、専門部会長が招集する。 

 ３ 専門部会議は、規約の改廃、役員の選出、事業計画の立案、予算の議決及びその       

他の事業の執行に当たる。 

 

（経費） 

 

第９条 本部会の経費は、補助金、寄付金又はその他の収入をもって充てる。 

（１）経費に関する規定は、特体連の規定に準ずる。  

 

第１０条 本部会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

附則 

１ 本規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

  一部改正 令和４年２月２５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）岐阜県特別支援学校体育連盟 
陸上競技専門部会規程 

 

（名称及び事務局） 

 

第１条 本部会は、陸上競技専門部会（以下「本部会」という。）とし、岐阜県特別支援学 

校体育連盟（以下「特体連」という。）に所属する。 

第２条 本部会は、事務局を陸上競技専門部会長の勤務する学校に置く。 

 

（目的） 

 

第３条 本部会は、岐阜県内の特別支援学校の児童生徒に陸上競技を普及し、生涯スポーツ 

の振興を図る。 

 

（事業） 

 

第４条 本部会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 （１）特別支援学校の生徒の、陸上競技活動に関する大会及び講習会等の開催 

 （２）陸上競技活動に関する広報 

 

（役員） 

 

第５条 本部会に、次の役員を置く。 

   （１）専門部会長       １名 

  （２）専門委員長       １名 

   （３）専門委員 特体連加盟校各１名 

  （４）庶務           若干名 

  （５）監事          １名 

     ２  専門委員長は、本部会加盟校の専門委員の中から選出し、会長が委嘱する。 

 ３  専門部会長は、会長が委嘱する。 

４ 専門委員は、特体連加盟校より各１名選出し、専門部会長が委嘱する。特体連理 

事との兼務は妨げない。 

   ５  庶務は、専門部会長の勤務する学校から選出し、専門部会長が委嘱する。 

６ 監事は、会計を監督し、事務局以外の学校から選出し、専門部会長が委嘱する。 

 

（役員の職務） 

 

第６条 専門部会長は、本部会を代表し、事務を総括する。 

  ２ 専門委員長は、専門部会長の指示により特体連加盟校の専門委員と協力し、事業を 

執行する。 

  ３ 専門委員は、全体の会務を計画・立案し、執行する。 

  ４ 庶務は会計および広報活動のとりまとめを行う。 

  ５ 監事は、会計を監査する。    



 

第７条 役員の任期は、１年度の期間とし、再任を妨げない。 

 

（専門部会議） 

 

第８条 専門部会議は、専門部会長、専門委員長、専門委員、庶務をもって構成する。 

  ２ 専門部会議は、専門部会長が招集する。 

  ３ 専門部会議は、規約の改廃、役員の選出、事業計画の立案、予算の議決及びその他 

の事業の執行に当たる。 

 

（経費） 

 

第９条 本部会の経費は、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。 

  （１）経費に関する規定は、特体連の規定に準ずる。  

 

第１０条 本部会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

附則 

１ 本規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

  一部改正 令和４年２月２５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（３）岐阜県特別支援学校体育連盟 
サッカー専門部会規程 

 

（名称及び事務局） 

 

第１条 本部会は、サッカー専門部会（以下「本部会」という。）とし、岐阜県特別支援学

校体育連盟（以下「特体連」という。）に所属する。 

第２条 本部会は、事務局をサッカー専門部会長の勤務する学校に置く。 

 

（目的） 

 

第３条 本部会は、岐阜県内の特別支援学校の児童生徒にサッカー競技を普及し、生涯スポ

ーツの振興を図る。 

 

（事業） 

 

第４条 本部会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）特別支援学校の生徒の、サッカー活動に関する大会及び講習会等の開催 

（２）サッカー活動に関する広報 

 

（役員） 

 

第５条 本部会に、次の役員を置く。 

（１）専門部会長       １名 

（２）専門委員長       １名 

（３）専門委員    参加校各１名 

（４）庶務           若干名 

（５）監事          １名 

  ２  専門委員長は、本部会参加校の専門委員の中から選出し、会長が委嘱する。 

３ 専門部会長は、会長が委嘱する。 

４ 専門委員は、本部会参加校より１名選出し、専門部会長が委嘱する。特体連理事との 

兼務は妨げない。 

 ５  庶務は、専門部会長の勤務する学校から選出し、専門部会長が委嘱する。 

６ 監事は、会計を監督し、事務局以外の学校から選出し、専門部会長が委嘱する。 

 

（役員の職務） 

 

第６条 専門部会長は、本部会を代表し、事務を総括する。 

  ２ 専門委員長は、専門部会長の指示により参加校の専門委員と協力し、事業を執す 

る。 

  ３ 専門委員は、全体の会務を計画・立案し、執行する。 

  ４ 庶務は会計および広報活動のとりまとめを行う。 

5 監事は、会計を監査する。    



 

第７条 役員の任期は、１年度の期間とし、再任を妨げない。 

 

（専門部会議） 

 

第８条 専門部会議は、専門部会長、専門委員長、専門委員、庶務をもって構成する。 

  ２ 専門部会議は、専門部会長が招集する。 

  ３ 専門部会議は、規約の改廃、役員の選出、事業計画の立案、予算の議決及びその他 

の事業の執行に当たる。 

 

（経費） 

 

第９条 本部会の経費は、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。 

（１） 経費に関する規定は、別に定める。  

第１０条 本部会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

附則 

１ 本規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

  一部改正 令和４年２月２５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（４）岐阜県特別支援学校体育連盟 
バスケットボール専門部会規程 

 

（名称及び事務局） 

 

第１条 本部会は、バスケットボール専門部会（以下「本部会」という。）とし、岐阜県特

別支援学校体育連盟（以下「特体連」という。）に所属する。 

第２条 本部会は、事務局をバスケットボール専門部会長の勤務する学校に置く。 

 

（目的） 

 

第３条 本部会は、岐阜県内の特別支援学校の児童生徒にバスケットボール競技を普及し、

生涯スポーツの振興を図る。 

 

（事業） 

 

第４条 本部会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 （１）特別支援学校の生徒の、バスケットボール活動に関する大会及び講習会等の開催 

 （２）バスケットボール活動に関する広報 

 

（役員） 

 

第５条 本部会に、次の役員を置く。 

   （１）専門部会長      １名 

  （２）専門委員長      １名 

   （３）専門委員   参加校各１名 

  （４）庶務       若干数名 

  （５）監事         １名 

     ２  専門委員長は、専門部参加校の専門委員の中から選出し、会長が委嘱する。 

 ３ 専門部会長は、会長が委嘱する。 

４ 専門委員は、本部会参加校より１名選出し、専門部会長が委嘱する。特体連理事 

との兼務は妨げない。 

   ５  庶務は、専門部会長の勤務する学校から選出し、専門部会長が委嘱する。 

６ 監事は、会計を監督し、事務局以外の学校から選出し、専門部会長が委嘱する。 

 

（役員の職務） 

 

第６条 専門部会長は、本部会を代表し、事務を総括する。 

  ２ 専門委員長は、専門部会長の指示により本部会の専門委員と協力し、事業を執す 

る。 

  ３ 専門委員は、全体の会務を計画・立案し、執行する。 

  ４ 庶務は会計および広報活動のとりまとめを行う。     

  ５ 監事は、会計を監督する。 



 

第７条 役員の任期は、１年度の期間とし、再任を妨げない。 

 

（専門部会議） 

 

第８条 専門部会議は、専門部会長、専門委員長、専門委員、庶務をもって構成する。 

  ２ 専門部会議は、専門部会長が招集する。 

  ３ 専門部会議は、規約の改廃、役員の選出、事業計画の立案、予算の議決及びその他

の事業の執行に当たる。 

４ 専門部会議は、役員の半数以上の出席により成立する。 

５ 専門部会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決定  

する。 

 

（経費） 

 

第９条 本部会の経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。 

  （１）経費に関する規定は、別に定める。  

 

第１０条 本部会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

附則 

１ 本規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

  一部改正 令和４年２月２５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（５）岐阜県特別支援学校体育連盟 
バレーボール専門部会規程 

 

（名称及び事務局） 

 

第１条 本部会は、バレーボール専門部会（以下「本部会」という。）とし、岐阜県特別支 

援学校体育連盟（以下「特体連」という。）に所属する。 

第２条 本部会は、事務局をバレーボール専門部会長の勤務する学校に置く。 

 

（目的） 

 

第３条 本部会は、県内の特別支援学校の児童生徒にバレーボール競技を普及し、生涯スポ 

ーツの振興を図る。 

 

（事業） 

 

第４条 本部会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 （１）特別支援学校の児童生徒のバレーボール競技活動に関する大会及び講習会等の開催 

 （２）本部会やバレーボールの活動に関する広報 

 

（役員） 

 

第５条 本部会に、次の役員を置く。 

（１）専門部会長       １名 

（２）専門委員長       １名 

（３）専門委員     参加校各１名 

（４）庶務           若干名 

（５）監事          １名 

  ２  専門委員長は、本部会参加校の専門委員の中から選出し、会長が委嘱する。 

３ 専門部会長は、会長が委嘱する。 

４ 専門委員は、本部会参加校より１名選出し、専門部会長が委嘱する。特体連理事と 

の兼務は妨げない。 

 ５  庶務は、専門部会長の勤務する学校から選出し、専門部会長が委嘱する。 

６ 監事は、会計を監督し、事務局以外の学校から選出し、専門部会長が委嘱する。 

 

（役員の職務） 

 

第６条 専門部会長は、本部会を代表し、事務を総括する。 

 ２ 専門委員長は、専門部会長の指示により本部会専門委員と協力し、事業を執行する。 

 ３ 専門委員は、全体の会務を計画・立案し、執行する。 

 ４ 庶務は会計および広報活動のとりまとめを行う。     

 ５ 監事は、会計を監査する。    

 



 

第７条 役員の任期は、１年度の期間とし、再任を妨げない。 

 

（専門部会議） 

 

第８条 専門部会議は、専門部会長、専門委員長、専門委員、庶務をもって構成する。 

  ２ 専門部会議は、専門部会長が招集する。 

  ３ 専門部会議は、規約の改廃、役員の選出、事業計画の立案、予算の議決及びその他

の事業の執行に当たる。 

 

（経費） 

 

第９条 本部会の経費は、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。 

  （１）経費に関する規定は、別に定める。  

 

第１０条 本部の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

附則 

１ 本規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 一部改正 平成２７年４月１日 

 平成２８年４月１日 

       令和４年２月２５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（６）岐阜県特別支援学校体育連盟 
卓球専門部会規程 

 

（名称及び事務局） 

 

第１条 本部会は、卓球専門部（以下「本部」という。）とし、岐阜県特別支援学校体育

連盟（以下「特体連」という。）に所属する。 

第２条 本部会は、事務局を卓球専門部長の勤務する学校に置く。 

 

（目的） 

 

第３条 本部は、県内の特別支援学校の児童生徒に卓球競技を普及し、生涯スポーツの振

興を図ることを目的とする。 

 

（事業） 

 

第４条 本部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）特別支援学校の児童生徒の卓球を通した活動に関する大会及び講習会等の開催 

（２）本部や卓球の活動に関する広報 

（３）その他、本部の目的を達成するために必要な事項 

 

（役員） 

 

第５条 本部会に、次の役員を置く。 

（１）専門部会長       １名 

（２）専門委員長       １名 

（３）専門委員     参加校若干名 

（４）庶務           若干名 

（５）監事          １名 

  ２  専門委員長は、専門部参加校の専門委員の中から選出し、会長が委嘱する。 

３  専門部会長は、会長が委嘱する。 

４ 専門委員は、本部会参加校より１名選出し、専門部会長が委嘱する。特体連理事と 

の兼務は妨げない。 

 ５  庶務は、専門部会長の勤務する学校から選出し、専門部会長が委嘱する。 

６ 監事は、会計を監督し、事務局以外の学校から選出し、専門部会長が委嘱する。 

 

（役員の職務） 

 

第６条 専門部会長は、本部会を代表し、事務を総括する。 

 ２ 専門委員長は、専門部会長の指示により本部会専門委員と協力し、事業を執行する。 

 ３ 専門委員は、全体の会務を計画・立案し、執行する。 

 ４ 庶務は会計および広報活動のとりまとめを行う。     

 ５ 監事は、会計を監査する。    



 

第７条 役員の任期は、１年度の期間とし、再任を妨げない。 

 

（専門部会議） 

 

第８条 専門部会議は、専門部会長、専門委員長、専門委員、庶務をもって構成す 

る。 

  ２ 専門部会議は、専門部会長が招集する。 

  ３ 専門部会議は、規約の改廃、役員の選出、事業計画の立案、予算の議決及びその他

の事業の執行に当たる。 

 

（経費） 

 

第９条 本部会の経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。 

  （１）経費に関する規定は、別に定める。  

 

第１０条 本部の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

附則 

 １ 本規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 ２ 一部改正 令和2年４月１日 

       令和４年２月２５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  岐阜県特別支援学校体育連盟交流委員会規程 
 

（総則） 

 

第 1 条 この規程は、本会は、岐阜県特別支援学校体育連盟規約（以下「連盟規約」とい 

う。）第６条第２項の規定により、岐阜県特別支援学校体育連盟（以下「特体連」と 

いう。）交流委員会（以下「本会」という。）の運営に関する事項を定める。 

 

（名称及び事務局） 

 

第２条 本交流委員会は、ボッチャ交流委員会、リトミック交流委員会（以下「本委員

会」という。）とし、岐阜県特別支援学校体育連盟（以下「特体連」という。）に

所属する。 

第３条 本委員会は、事務局を交流委員会長の勤務する学校に置く。 

 

（目的） 

 

第４条 本会は、県内の特別支援学校の児童生徒にボッチャ及びリトミックの普及を図る

とともに連盟の目的達成に寄与することを目的とする。 

 

（事業） 

 

第５条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）特別支援学校の児童生徒のボッチャ及びリトミック活動に関する交流会及び講習会

等の開催 

（２）ボッチャ及びリトミックに関する広報 

（３）その他、委員会の目的を達成するために必要な事項 

 

（組織） 

 

第６条 交流委員長は、連盟の会長が指名した者をもって充てる。 

２ 交流委員は、交流会参加校から１名ずつ選出し、連盟の会長が委嘱する。 

  

第７条 交流委員長は、本会を代表し、会務を総括する。また、交流委員長に事故があると   

きは、連盟の会長が指名した者が代行する。 

 

（役員） 

 

第８ 本委員会に次の役員を置く。 

 （１）交流委員長          １名 

 （２）交流委員     交流会参加校１名（理事または交流会主務者） 

 

６ 



 

第９条 役員の任期は、連盟規約に準ずる。 

 

（会議） 

 

第１０条 本会の会議は、次のとおりとする。 

（１）ボッチャ交流委員会 

（２）リトミック交流会員会 

２ ボッチャ交流委員会は、交流委員長及び交流委員（理事または、交流会主務者・部活動   

顧問）で構成する。 

３ リトミック交流委員会は、交流委員長及び交流委員（理事または、交流会主務者・部活  

動）で構成する。 

 

第１１条 会議は、交流委員会長が招集し、第３条に掲げた事業の遂行及び本会の   

運営のために必要な事項を審議する。 

２ 会議は、それぞれ構成員の半数以上の出席を必要とする。 

３ 会議の議長は、交流委員長があたる。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決定する。 

 

（事務局） 

 

第１０条 本会の事務の処理にあたっては、連盟の交流委員会事務局でこれを行う。 

２ 事務に関し、必要な事項は交流委員会長と協議の上、交流委員長がその都度定める。 

 

（会計） 

 

第１１条 本会の経費は、連盟加盟校分担金の収入をもって充てる。  

 

第１２条 本会の会計年度は、連盟規約に準ずる。 

 

附 則 

 １ 本規程は、令和３年４月２９日から施行する。 

   一部改正 令和４年２月２５日 

令和５年２月２７日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（１）岐阜県特別支援学校体育連盟 
交流委員会細則 

  

第１条 交流委員会事務局が実施するボッチャ交流会、リトミック交流会の参加者につい 

ては、参加校で検討し、決定する。 

 

第２条 交流委員会事務局が実施するボッチャ交流会、リトミック交流会については、事務

局が運営するものとし、事務局が作成する事業計画・予算書にもとづき、必要経費に

対して、予算の範囲内で本連盟より補助する。 

 

第３条 理事は、交流委員長を兼務することができる。 

 

第４条 庶務は、広報計画を作成し、交流委員会から提出された交流会の活動に関する情報 

をもとに、ホームページ等で広報活動を行う。交流委員会は、計画に基づき、実施翌 

月の第一週金曜日までに広報のための情報を事務局へ提出する。 

なお、交流委員会に参加していない学校については、地域での体育的行事に参加し 

た際の様子等の情報を提供する。 

 

附則 

 １ 本会則は、令和３年４月２９日から施行する。 

   一部改正 令和４年２月２５日 

令和５年２月２７日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


